
 

令和６年１２月松伏町議会定例会提出議案概要 

 

議案第５１号 

専決処分の承認を求めることについて（令和６年度松伏町一般会計補正予算（第３号）） 

１ 趣旨 

衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の執行に伴い、緊急に令和６年度松

伏町一般会計予算を補正する必要が生じ、令和６年１０月２日に令和６年度松伏町一般

会計補正予算（第３号）を専決処分したので、その承認を求めるもの 

２ 内容 

（１）補正前予算額   １０，０４９，９１３千円 

（２）補 正 予 算 額       １６，１６９千円 

（３）合     計   １０，０６６，０８２千円 

 

議案第５２号 

刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例 

１ 趣旨 

刑法等の一部を改正する法律の施行に伴い、関係条例の整理をするための条例の改正 

２ 内容 

（１）関係条例の一部改正（第１条から第３条まで関係） 

   刑法の一部改正により、懲役及び禁錮を廃止し、これらに代えて拘禁刑を創設した

ことに伴う次に掲げる条例の規定の整備 

  ア 松伏町職員の分限に関する条例 

  イ 松伏町職員の給与に関する条例 

  ウ 町長等の給与等に関する条例 

  エ 松伏町教育委員会教育長の給与等に関する条例 

  オ 松伏町情報公開・個人情報保護審査会条例 

  カ 松伏町環境保全条例 

  キ 松伏町行政不服審査会条例 

  ク 個人情報の保護に関する法律施行条例 

  ケ 松伏町議会の個人情報の保護に関する条例 

（２）経過措置（第４条から第９条まで関係） 

  ア この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。 

  イ その他必要な経過措置を講ずる。 

  ウ ア及びイに定めるもののほか、必要な経過措置は、規則で定める。 

３ 施行期日 

令和７年６月１日。ただし、２（２）ウは、公布の日 

 

議案第５３号 

松伏町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

１ 趣旨 

国民健康保険税の基礎課税額及び後期高齢者支援金等課税額に係る被保険者均等割額

等を改定するための条例の改正 

２ 内容 

（１）国民健康保険税の課税限度額及び被保険者均等割額の改定（第２条、第４条及び第

５条の２関係） 



 

   国民健康保険税の基礎課税額に係る被保険者均等割額並びに後期高齢者支援金等課

税額に係る課税限度額及び被保険者均等割額を次のとおり改定する。 

区       分 現   行 改 定 後 

基 礎 課 税 額 
課税限度額 ６５万円 ６５万円 

被保険者均等割額 ３１，２００円 ３７，４００円 

後期高齢者支援金等課税額 
課税限度額 ２２万円 ２４万円 

被保険者均等割額 ６，６００円 １０，４００円 

（２）国民健康保険税の減額（第１９条関係） 

   基礎課税額及び後期高齢者支援金等課税額の改定に伴い、一定額以下の所得の世帯

及び未就学児の属する世帯の納税義務者に対して国民健康保険税を減額する額を改定

する。 

３ 施行期日等 

（１）施行期日 

令和７年４月１日 

（２）経過措置 

２は、令和７年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和６年度分ま

での国民健康保険税については、なお従前の例による。 

 

議案第５４号 

松伏町建築基準法に関する手数料条例の一部を改正する条例 

１ 趣旨 

建築基準法の一部改正に伴い、規定の整備をするための条例の改正 

２ 内容 

（１）引用条項に関する規定の整備（別表第１関係） 

建築基準法の一部改正により、条例中引用している条項が移動したことに伴う規定

の整備 

（２）その他規定の整備 

３ 施行期日 

公布の日 

 

議案第５５号 

令和６年度松伏町一般会計補正予算（第４号） 

１ 補正前予算額    １０，０６６，０８２千円 

２ 補 正 予 算 額       １４４，１８７千円 

３ 合     計    １０，２１０，２６９千円 

 

議案第５６号 

令和６年度松伏町国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

１ 補正前予算額     ３，２０３，９８８千円 

２ 補 正 予 算 額           ３１９千円 

３ 合     計     ３，２０４，３０７千円 

 

議案第５７号 

令和６年度松伏町介護保険特別会計補正予算（第２号） 

１ 補正前予算額     ２，４７０，６１７千円 



 

２ 補 正 予 算 額         １，５６４千円 

３ 合     計     ２，４７２，１８１千円 

 

議案第５８号 

令和６年度松伏町下水道事業会計補正予算（第２号） 

１ 既 決 予 定 額 

（１）収益的収入       ５２５，６７２千円 

（２）収益的支出       ５２１，１４６千円 

（３）資本的収入       １５０，８１７千円 

（４）資本的支出       ３４９，４４３千円 

２ 補 正 予 定 額 

（１）収益的収入           ―  

（２）収益的支出           ―  

（３）資本的収入           ―  

（４）資本的支出         ３，１９４千円 

３ 合 計 

（１）収益的収入       ５２５，６７２千円 

（２）収益的支出       ５２１，１４６千円 

（３）資本的収入       １５０，８１７千円 

（４）資本的支出       ３５２，６３７千円 

 

 

 


